
 

 

 

 

 

 

下呂商品券・下呂市共通商品券の有効期限は発行日から６ヵ

月です。有効期限は商品券の左下に日付印が押されています

ので、受け取る際にご確認ください。 

また、商品券の換金は有効期限から１か月以内となっていま

す。１か月を超えますと換金ができませんので、今一度お手

持ちの商品券をご確認いただき、早めの換金手続きをお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「最低賃金制度」って・・・。 

働くすべての人に、賃金の最低額（最低賃金額）を保障する

制度です。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違

いにかかわらず、すべての労働者に適用されるものです。 

岐阜労働局は岐阜県の最低賃金について、これまで９１０円

（時間額）であったものを、この１０月１日より、４０円引

き上げ、「９５０円」としました。 

雇う上でも、働く上でも、最低限のルールとして、使用者も

労働者も、必ず確認してください。 

※最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃

金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金（割増賃金、

精皆勤手当、通勤手当、家族手当など）を除いたものが対象

となります。 

 ◆最低賃金に関する特設サイト（厚生労働省） 

     http://www.saiteichingin.info/ 

 

 

 

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃

金、岐阜県は 10 月 1 日より最低賃金９５０円)を 30 円以上

引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、

その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 

 事業場内最低賃金の引き上げ計画 

      ＋ 

 設備投資等の計画（機械設備導入､コンサルティング､人材育

成･教育訓練など） 

      ▽ 

 （計画の承認と事業の実施後） 

業務改善助成金を支給（最大 600万円） 

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセ

ンターまで 

電話番号：0120-366-440（受付時間平日 8:30～17:15） 

 

 

 

『常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかか

わらず、労働者を一人でも雇っている事業主は、農林

水産業の一部を除き、必ず労働保険の成立手続きをし

なければなりません。』 

「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。 

労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用されるも

ので、労働の対価として賃金が支払われる者のことをいいま

す。 

「労災保険」は、労働者が仕事（業務）や通勤が原因で負傷

した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、労

働者本人やご遺族を保護するための給付等を行っています。

労災保険は、短時間労働者（パート、アルバイト等）を含む

すべての労働者が対象となります。 

「雇用保険」は、労働者が失業した場合や働き続けることが

困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生

活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行ってい

ます。雇用保険は短時間労働者でも、一週間の所定労働時間

が２０時間以上で、かつ雇用見込みが３１日以上である場合

は手続きをしなければなりません。 

加入手続きを行っていない事業 

主の方は、すぐに成立手続きをお 

願いします。 

詳しくは・・・ 

・岐阜労働局総務部労働保険徴収室 ℡:058-245-8115 

・高山労働基準監督署 ℡：0577-32-1180 

・ハローワーク高山 ℡：0577-32-1144 

・下呂労働保険事務組合（商工会）℡：0576-25-5522 

 

 

 
 

「マル経融資」とは、国が 100％出資している金融機関であ

る日本政策金融公庫から受けられる公的な融資制度です。正

式名称は「小規模事業者経営改善資金」といいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マル経融資の特徴は、融資の窓口は商工会で、融資元は日

本政策金融公庫と役割が分かれている点です。小規模事業者

発行：下 呂 商 工 会 
℡：0576-25-5522 
下呂市森 801-10 

「風邪」に注意！ 常に体を「冷え」にさらさない。加えて乾燥などを感じていれば、しっかり保湿ができる状況をつくる。 

 

 

裏面につづきます。 

岐阜県 

950 円 

http://www.saiteichingin.info/


《商工会からのお願い》 

11 月 24 日（金）に、商工会費の 2 期分を指定口座より引き落

としさせていただきますのでよろしくお願いします。口座振替され

た通帳の記帳をもちまして領収書に代えさせていただきます。 

（個人事業主や中小企業）は、商工会を通じて融資を受けら

れるよう日本政策金融公庫へ推薦してもらい、審査に通ると

日本政策金融公庫から融資が受けられることになります。 

無担保・無保証人・低利で利用できる融資制度です。  

年末近くなると、相談件数も増えることが予想され、対応に 

時間を要する場合もあります。お早目のご相談を 

お願いします。 

【資金使途】 運転資金、設備資金 

【融資限度額】 ２，０００万円 

【返済期間】 運転資金：７年以内（据置期間１年） 

       設備資金：１０年以内（据置期間２年） 

【利  率】 年１．２０（令和５年１０月２日現在） 

※新型コロナウイルス感染症への対策として通常枠とは別枠

での取扱いもあります。 

※下呂市による利子補給制度もあります。（償還開始日から

12ヵ月間、利子額の全額を補助） 

すでに「マル経融資」の利用がある事業所は、前貸決済の借

替えも検討できます。また初めて利用を希望される事業所も、

お気軽にご相談ください。まずはお電話を！ 

下呂商工会 ＴＥＬ：0576-25-5522 

■ お子さまの教育資金 ■          

日本政策金融公庫の「国の教育ローン」がサポ 

ートします。高校・大学・専門学校・予備校等へ 

の入学時・在学中にかかる教育費用を対象とした 

公的な融資制度です。 

余裕を持って資金をご準備いただけるよう、必 

要時期の2～3ヵ月前のお申込みをおすすめします。 

ご融資額 お子さま１人あたり上限３５０万円 

利 率 年２．２５％（安心の固定金利）※R5.10月時点 

返済期間 １８年以内 

お使い道 入学金・授業料・受験費用・家賃等 

   《教育ローンコールセンター 0570-008656》 

 

 

 
 

【支給要件】 

（１）令和５年の４月～６月の合計売上高又は合計付加価値 

額が、令和元年〜令和４年のいずれかの年の４月～６月 

の合計売上高又は合計付加価値額と比べて、１５％以上 

減少した事業者。 

（１） 令和元年以前から事業を営んでおり、支援金受給後も 

事業を継続する意思があること。 

（２） 納期の到来している市税に未納がないこと、政治団体 

でないこと、市の施設を管理運営する指定管理者でない 

こと、など。 

【支援金額】 

令和５年４月～６月の電気・ガスそれぞれの使用量の合計

について、電気は１kwh あたり６円、ガスは１㎥あたり７

０円を乗じて得た金額の合計額と支給上限額どちらか低い

金額。  上限額 法人：１５万円  個人：５万円 

【支援対象】 

市内の事業所等に係る費用のみ。市外の事業所 

等は対象外。 

【申請書提出先】 

下呂市観光商工部商工課又は下呂市内各振興事務所 

【問合せ先】 

下呂市観光商工部商工課  0576-24-2222（内線162） 

※支援金の算定シートもダウンロードできます。 

https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/17/24483.html 

  ※新規開業特例・法人成特例等もあります。 

 

 

 

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度

変更（物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入等）等に対

応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の

経費の一部を補助するものです。 

尚、申請において事業者自らが検討しているような記載が見

られない場合、本補助金の趣旨に沿わない提案と捉えられ、

評価に関わらず採択の対象とならないことがあります。 

◇補助上限 ［通常枠］５０万円  

※賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠もあり。 

◇補 助 率   ２／３（賃金引上げ枠のうち赤字事業者は３／４）  

◇対象経費   

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、 展示会等

出展費（オンラインによる展示会・商談会 等を含む）、

旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分

費、委託・外注費 

※ウェブサイト関連費は、補助金交付 

申請額の１／４が上限です。 

※不動産の取得に該当する工事は「対 

象外」となります。 

※中古品の購入は条件がありますのでご注意ください。 

◇申請受付締切 

第１４回：令和５年１２月１２日（火） 

◇申請について・・・ここに注意！ 

本事業の申請に際しては、原則補助金申請システム（名

称：Ｊグランツ）の利用になります。尚、「書面の提出：

郵送」は減点調整となりますのでご注意ください。 

本事業は、商工会の支援を直接受けながら取り組む事業です。

申請については、必ず早めのご相談をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

こちらも 

ご紹介！ 

下呂商工会ホームページもご活用下さい！ 

下呂商工会ホームページでは、商工会だより 

に掲載している内容の詳細な情報や事業者支 

援施策の最新情報などさらに多くの情報を発 

信しています。QRコードを読み取ってご覧 

ください。 https://www.gifushoko.or.jp/gero/ 


